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個
人
番
号
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
方
に
は
、

市
役
所
か
ら「
交
付
通
知
書（
ハ
ガ
キ
）」を

送
付
し
ま
す
。
ハ
ガ
キ
に
記
載
さ
れ
て
い

る
期
日
ま
で
に
、
市
民
安
全
課
窓
口
係
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

カ
ー
ド
を
受
け
取
る
際
、
暗
証
番
号
の

登
録
が
必
要
で
す
の
で
、「
暗
証
番
号
」を

決
め
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
は
、
随

時
可
能
で
す
。
通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ

て
い
た「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」

で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※

カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を
し
て
い
な
い
方

や
申
請
し
た
方
で「
交
付
通
知
書
」が
お
手

元
に
届
い
て
い
な
い
方
は
、
来
庁
い
た
だ

い
て
も
カ
ー
ド
を
交
付
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
２
月
の
交
付
窓
口
】

●
平
日 

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

●
土
日 

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

　
　
　
　

２
／
６
㈯
、
２
／
７
㈰
、
２
／
13
㈯
、

　
　
　
　

２
／
14
㈰
、
２
／
27
㈯
、
２
／
28
㈰

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

●
交
付
通
知
書　

●
通
知
カ
ー
ド

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」の
利
用
が

始
ま
り
ま
し
た

　
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」の
利
用
と「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交
付
が
始
ま
り
ま
し

た
。
１
月
か
ら
社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
分
野
の
手
続
き
で
、
申
請
書
な

ど
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

「教えて！マイナンバー」
マイナンバーキャラクター
　　　　　マイナちゃん

７

●
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
な
ど
顔
写
真
付
き
の
も
の
１
点
、

ま
た
は
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
な
ど

顔
写
真
が
な
い
も
の
２
点)

●
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方

の
み
）

※

不
在
な
ど
の
理
由
で「
通
知
カ
ー
ド
」を

ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
方
は
、
市
役

所
で
預
か
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市
民
安
全
課
窓
口
係
ま
で
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
に
よ
る
自
動

交
付
機
の
利
用

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
と
同
様
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
で「
自
動
交
付
機
」の
利
用
が

可
能
で
す
。
た
だ
し
、
利
用
す
る
に
は
別

途
手
続
き
が
必
要
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
や
通
知

カ
ー
ド
な
ど
の
提
示
が
必
要

　

法
律
や
条
例
で
定
め
ら
れ
た
社
会
保

障
・
税
・
災
害
対
策
分
野
の
行
政
手
続
き

で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
に
あ
た
っ
て
は
、

他
人
へ
の
な
り
す
ま
し
行
為
を
防
ぐ
た
め
、

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
書
類(

通
知
カ

ー
ド
な
ど)

と
②
本
人
確
認
書
類（
運
転
免

許
証
な
ど
の
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書

な
ど
）に
よ
り
、
本
人
確
認
を
行
う
こ
と

が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

手
続
き
の
際
に
は
、
通
知
カ
ー
ド
や
本

人
確
認
書
類
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
、
各
担
当
窓
口
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
な
主
な
手
続
き
】

○
地
方
税
・
国
保
税
関
係
○
生
活
保
護

○
障
が
い
者
福
祉（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、

障
害
者
手
帳
申
請
な
ど
）○
児
童
福
祉（
児

童
手
当
、
保
育
所
入
所
申
請
、
医
療
費
助

成
な
ど
）○
国
民
健
康
保
険
○
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
関
係
○
介
護
保
険
○
母
子
保

健
関
係（
妊
娠
届
出
な
ど
）○
公
営
住
宅
関

係
○
就
学
援
助（
医
療
費
）関
係
○
住
民
異

動
関
係

平成28年1月～

マイナンバーコールセンター
☎0120-95-0178(無料)
平日9:30～22:00/土日祝日9:30～17:30

個人番号カード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/

カードや自動交付機利用に関する
問い合わせ
問 市民安全課窓口係☎355-6494
制度に関する問い合わせ
問 政策課市政情報係☎355-5728

①署名用電子証明書用【6～16桁の英数字】
　→e-TAXが利用可
②利用者証明用電子証明書用【4桁の数字】
　→平成29年１月以降「マイナポータル」が利用可
③住民基本台帳事務用【4桁の数字】
　→住所変更などの際に必要
④券面事項入力補助用【4桁の数字】
　→今後、市役所の特定事務の申請手続きなどが簡
　素化される
※③④は必須です。(同一番号可)

＜暗証番号の登録＞

①マイナンバーの確認 ②本人確認

これ１枚でOK

①と②の両方の役割を果たす

通知カードまたは
マイナンバー入りの住民票

運転免許証やパスポート、
身体障害者手帳など顔写真
付きの身分証明書(※)

個人番号カード

※顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険被保険者証や年金手帳など２点お持ちください。

①と②
両方が必要


